
全国健康保険協会千葉支部 第９３回評議会

（平成2９年10月２７日開催）

資料１－１

平成30年度保険料率に関する論点等について
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平成30年度保険料率に関する論点について
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平成30年度保険料率に関する論点

≪現状・課題≫

平成28年度決算においては、収入が９兆6,220億円、支出が９兆1,233億円となり、収支差は4,987億円となった。一方で、こ
の要因は、被保険者数の大幅な増加（※）による収入の増加に対し、診療報酬のマイナス改定や制度改正等の一時的な要因が重
なり支出の伸びが抑えられたためであり、今後もこうした傾向が続くものではない。
※ 現役世代の人口が減少する中で、協会けんぽの被保険者数については、日本年金機構の適用促進対策の強化等の影響により近年大幅に増加して

おり、平成28年度は協会けんぽ発足以降過去最大の3.5％の伸びとなっている。

平成28年度決算を踏まえた準備金残高は１兆8,086億円となり、法定準備金（給付費等の１か月分）の2.6か月分となった。
しかしながら、平成４年度には現在よりも多い法定準備金の約４か月分を確保していたにもかかわらず、バブル崩壊等の影響により、
わずか４年後には準備金が半分以下になり、平成9年には枯渇する見通しとなったが、制度改正（患者負担の引上げ）によりこれ
を回避した歴史的経緯を踏まえれば、現状の準備金の水準が十分なものであるかは慎重な検証が必要。

依然として、協会けんぽでは医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという財政の赤字構造が解消されていないことに加え、団塊の世代
が75歳以上となり、高齢者医療費の増加が見込まれる2025年を見据えれば、後期高齢者支援金等の規模は今後も拡大していく
ことが見込まれ、今後の財政状況については予断を許さない状況にある。

【論点】

協会けんぽの近年の財政状況や今後の５年収支見通し、医療保険制度全体の動向なども踏まえて、今後の協会けんぽの財政状
況についてどのように考えるか。

平成29年度保険料率に係る運営委員会の議論（別紙参照）においては、保険料率の設定に際して、協会けんぽの財政状況を
短期で考えるか長期で考えるかは選択の問題であるとされたが、医療保険のセーフティネットとして協会けんぽに求められている役割等
も踏まえ、今後の財政状況をどの程度のスパンで考えていくか。

上記も踏まえ、平成30年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準についてどのように考えるか。

１．平均保険料率

20002381
テキスト ボックス
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平成30年度保険料率に関する論点

≪現状・課題≫

激変緩和措置の解消期限については、平成18年の健康保険法等一部改正法の附則において、「平成36年３月31日までの間
において政令で定める日」とされ、これを受けた政令において、「平成32年３月31日」（平成31年度末）とされている。

これまで段階的に激変緩和措置の解消を図っており、平成29年度の激変緩和措置率は5.8/10。激変緩和措置の解消期限ま
でに均等に引上げを図っていく場合の毎年の激変緩和率は、1.4/10ずつの引上げとなる。

平成30年度から本格実施（保険料率にも反映）するインセンティブ制度については、実際の保険料率への反映は、激変緩和措
置の終了後の平成32年度からとなる。

【論点】

激変緩和措置の解消期限を踏まえ、平成30年度の激変緩和率についてどのように考えるか。

２．都道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置

≪現状・課題≫
これまでの保険料率の改定においては、都道府県単位保険料率へ移行した際（21年9月）及び政府予算案の閣議決定が越
年した場合を除き、４月納付分（３月分）から変更している。

【論点】

平成30年度保険料率の変更時期について、平成30年４月納付分（３月分）からでよいか。

３．保険料率の変更時期

20002381
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平成29年度平均保険料率に関する千葉支部評議会の意見 （参考）
≪ 平成28年10月28日開催の第84回千葉支部評議会における意見 ≫

平成29年度の平均保険料率について
平成29年度の平均保険料率は、中長期的に協会けんぽの財政を安定させることを考慮し、10％を維持すべきで

ある。

平成29年度の保険料率については、10％で異論なし。ただし、保険料率10％維持はこのままでは崩壊しかねな

い。国庫補助が20％になれば、保険料率10％維持の後押しにもなるので、今後も継続し活動いただきたい。

平成29年度の平均保険料率のみを考えれば10％維持でよいと思う。一方で、保険料率を下げられるのに10％を

維持するということは、言い換えれば現在の加入者が将来の加入者のために負担を強いられていることになる

わけで、単年度収支という考え方に立てば疑問が残る。また、このまま10％を維持したとしても、いずれは赤

字に転落してしまうことを考えれば、単年度収支という割り切った考えで、都度保険料率を変更していくこと

も選択肢の１つである。以上のことを考えれば、平成30年度以降の保険料率については、10％維持を前提とし

て議論を行うことは好ましくないと思う。

平成29年度の激変緩和措置について

平成29年度の激変緩和率を1.4/10引き上げて5.8/10とすることは、平成31年度末の期限を見据えた措置であり妥当である。
激変緩和措置とインセンティブの実施時期が重ならないというスケジュールの前提を崩さないようにしていただきたい。

保険料率の変更時期について

保険料率変更時期は29年4月納付分からで異論なし。

20002381
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（参考） 今後１０年間（平成３８年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算）

① 賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％ ② 賃金上昇率：平成３１年度以降 ０％

協会けんぽ（医療）の収支見通し（平成２9年９月試算）の前提に基づき、平成30年度以降の平均保険料率を１０．０％、９．９％、
９．８％、９．７％でそれぞれ維持した場合について、今後１０年間（平成３８年度まで）の各年度末における協会けんぽの準備金残
高と法定準備金に対する残高の状況に係るごく粗い試算を行った。

平均保険料率１０％維持の場合の準備金残高は、①の「賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％」のケースでは平成３２年度、②の「賃金上昇
率：平成３１年度以降０％」のケースでは平成３1年度をピークに減少し始め、平成３０年度以降に平均保険料率を引き下げたケースでは準備金
残高のピークは更に早まる。

法定準備金に対する準備金残高は、①の「賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％」のケースでは平均保険料率を平成３０年度以降９．９％とし
た場合には平成３７年度には１か月分を割り込み、②の「賃金上昇率：平成３１年度以降０％」のケースでは平均保険料率１０．０％維持の場合で
も平成３６年度には１か月分を割り込む。

医療費の前提：従来ケース ・・・平成２６年度から２８年度までの３か年の実績を勘案したケース（平成２７、２８年度の高額新薬の影響を含む）

20002381
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① 賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％ ② 賃金上昇率：平成３１年度以降 ０％

平均保険料率１０％維持の場合の準備金残高は、①の「賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％」のケースでは平成３２年度、②の「賃金上昇
率：平成３１年度以降０％」のケースでは平成３1年度をピークに減少し始め、平成３０年度以降に平均保険料率を引き下げたケースでは準備金
残高のピークは更に早まる。

法定準備金に対する準備金残高は、①の「賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％」のケースでは平均保険料率を平成３０年度以降９．９％とし
た場合には平成３８年度には１か月分を割り込み、②の「賃金上昇率：平成３１年度以降０％」のケースでは平均保険料率１０．０％維持の場合で
も平成３７年度には１か月分を割り込む。

医療費の前提：追加ケース ・・・平成２７、２８年度の実績から高額新薬の影響を除いた上で、平成２６年度から２８年度までの３か年の実績を勘案したケース
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今後の保険料率に係るシミュレーション
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○ 今後も医療費の伸びが賃金の伸びを上回る構造は変わらないと思われ、特に37年度（2025年度）以降に保険料率
を大幅に上げざるをえない状況になるのではないかという懸念があることから、長期的スパンで保険財政を考えた方

が良い。このため、保険財政、事業主及び加入者にとっても10％を堅持した方が良いと考える。

○ 中小企業の経営者としては、保険料率を引き下げられるのであれば歓迎すべきであるが、保険料率を一度引き下

げると今後引き上げることになった際の上げ幅が大きくなることから、慎重な検討が必要である。現行の平均保険料

率10％は、経営者側にも労働者側にも限界に近いものがあり、これ以上上がらないよう死守しないといけない。また、
協会にはセーフティネットとしての国庫補助が入っているので、財政当局の反応も注視する必要がある。

○ 国庫補助率20％を要望していくうえで、平成４年に国庫補助が16.4％から13％へと引き下げられているが、準備金
残高が多く積み立てられている（3.9カ月分）以外の理由（例えば保険料率を8.4％→8.2％と引き下げたこと）との兼ね
合いを注視する必要がある。

○ ある程度中期的なスパンで考える必要はあるが、昨今の情勢を鑑みれば、5年先10年先のことなど読めない中で、
10年先を見ることがどれくらい意味があるのか疑問に感じており、期間をどのように考えるのか慎重に検討していく
必要がある。ただし、加入者の立場からすれば少しでも保険料率が下がることを望んでいることを前提に置くこと。

○ あたかも平均保険料率10％維持を前提にして、平成４年以降準備金が大幅に減った話を示しているのではないか。
この時には国庫補助率が引き下げられたことも影響しているはず。中小企業は、毎月、毎年が勝負のような経営を

している。準備金が増えてくれば少しぐらい下げる気持ちがなければいけない。負担している中小企業の保護を考え

ていただきたい。

９月14日の運営委員会における意見
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○ 公的医療保険は単年度収支均衡が大原則である一方、協会は国庫補助を受けていることから、持続可能性や安

定的運営に資することについても検討する必要がある。今後の見通しとしては、女性や高齢者の就業率が高まるこ

とやバイオ薬品などの高額薬剤の動向にも注視する必要がある。また、地域の医療提供体制が保険料率の差に繋

がることから、地域医療構想や都道府県が進めている医療計画の策定に対して、協会は積極的に関与していくこと

が重要である。

○ 国民皆保険制度の中での協会の立ち位置を考えると、超長期的にみれば、いずれは10％を超えてくるので、協会
けんぽの財源確保に努めていくことを考えないといけない。タイムスパンの考え方について、基本的に保険の仕組み

は単年度収支均衡が原則だと思う一方で、安定性とのバランスを考えれば、10年では長く１年では短い。準備金に
ついては、現在の残高は約２兆円となり、法定準備金の３か月分に近づいており、規模感としては多い感じがする。

単年度収支均衡は原則だが、保険者の経営の安定性に鑑みて１か月が妥当ではないか。

○ 10％を維持して安定的に運営する形がいい。
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【シミュレーション方法について】

・ 平成30年度以降、準備金残高が法定準備金（給付費等の１か月分）を確保している間、機械的に10％及び9.8％とし、それぞれ

について法定準備金を下回る年度以降においては法定準備金を確保するために必要な料率に引き上げたうえで（※）、平成38年

度までの見通しをシミュレーションしたもの。

・ 平成31年度以降の賃金上昇率については、５年収支見通しのケースⅡ（0.6％）及びケースⅢ（0.0％）を使用し、それぞれにつ

いて作成。

※ 健康保険法施行令第46条第１項において、「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給

付に要した費用の額（前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額（中略）を含み、法第

百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。）の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該

事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。」とされている。

本シミュレーションはこの規定を参考として行うもの。

【平成31年度以降の賃金上昇率0.6％の場合】

・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、平成33年度には単年度収支差が赤字となり、以降準備金残高が年々減少する。

・ 仮に平成30年度以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、平成31年度以降準備金を取崩すことにより、平成35年

度までは保険料率を維持できるものの、平成36年度からは年々上昇を続け、平成38年度には10.6％に達する。

【平成31年度以降の賃金上昇率0.0％の場合】

・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、平成32年度には単年度収支差が赤字となる。以降、準備金残高を取崩すことによ

り平成35年度までは保険料率を維持できるものの、平成36年度からは年々上昇を続け、平成38年度には11.1％に達する。

・ 仮に平成30年度以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、平成31年度以降準備金を取崩すことにより、平成34年

度までは保険料率を維持できるものの、平成35年度からは年々上昇を続け、平成38年度には11.1％に達する。

今後の保険料率に係るシミュレーション≪参考≫
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